
監査結果公表第２－１号 

 

 

定期監査の結果に対する措置の通知の公表について 

 

 

 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第199条第14項、八尾市

監査委員条例第８条及び八尾市監査基準第17条の規定により公表します。 

 

 

  令和２年７月１日 

 

                          八尾市監査委員  吉 川 慎一郎   

                             同     八 百 康 子   

                             同     重 松 恵美子   

                             同     桝 井 政佐美  

 

 

記 

 

１ 措置の通知 

   令和元年度定期監査（地域福祉部）の結果に対する措置 

    令和２年６月26日付け 八地地第93号 

 

２ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市監査事務局 

     電話番号 072－924－3896（直通） 

 

３ その他 

   措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地域福祉部定期監査の結果に対する措置の内容 

地域福祉政策課 

指摘事項 講じた措置又は経過 

１ 八尾市権利擁護推進事業の委託契

約に係る事務について 

   業務委託契約書において、受託者は

業務の開始に際し、市に事業計画書を

提出し、承認を受けなければならない

と定められている。事業計画書の承認

の手続が確認できないので、適切な事

務処理に改めること。 

 

措置状況 １．措置済(令和２年４月１日) 

業務仕様書の内容を見直し、令和２年度から当該仕様に

基づいた履行を求めるよう契約内容を改め、履行の確認を

行うこととしました。 

２ 八尾市生活援護資金の貸付けに係

る事務について 

八尾市生活援護資金の貸付金の返

済に係る督促については、返済期限の

翌日から起算して 30 日以内に行うこ

とと八尾市財務規則に定められてい

るが、30日を経過後に督促されている

ものが見受けられたので、適正な事務

処理に改めること。 

措置状況 １．措置済(令和２年１月７日) 

令和２年１月以降の八尾市生活援護資金の貸付分で、納

付期限が到来した未納のものについて、八尾市財務規則に

基づき督促を行うよう事務処理を改めました。 

 

３ 指定管理者制度による施設の管理

運営に係る事務について 

八尾市立社会福祉会館は、指定管理

者制度による管理運営が行われてお

り、指定管理者と公の施設の管理に関

する基本協定を締結している。 

⑴ 基本協定書において、維持管理業

務及び保安管理業務については、業

務の詳細な内容及びその基準は仕

様書に定めるとされているが、仕様

書に定められていないので、指定管

理業務の実施状況の確認のために

仕様書を整備すること。 

措置状況 １．措置済(令和２年４月１日) 

仕様書に業務の詳細な内容及びその基準を定め、令和２

年度協定を締結しました。 

⑵ 基本協定書において、指定管理者

が電気設備・機械等の保守及び警

備、清掃等の業務を再委託する場合

は、事前に市が承諾を行うことと定

められているが、事後に行われてい

たので、適正な事務処理に改めるこ

と。 

措置状況 １．措置済(令和２年４月１日) 

第三者委託が必要な場合は事前に書面で市に承諾を求

め、承諾後に第三者と契約締結するよう指定管理者に基本

協定の遵守を指導し、令和２年度協定締結時に確認しまし

た。 

⑶ 仕様書において、指定管理者は電

気設備・機械等の保守及び警備、清

掃等の業務を免許・資格を有する者

に再委託することができるとされ

ているが、市は業務に必要となる免

許・資格について確認していなかっ

たので、適正な事務処理に改めるこ

と。 

措置状況 １．措置済(令和２年３月 31日) 

第三者委託の承認申請時に担当予定の資格保有者の資格

書等をあわせて提出するように指定管理者へ指導し、市に

おいて確認しました。 



 

４ 備品の管理について 

備品台帳から抽出し現品と照合し

たところ、備品シールが貼付されてい

ないものや所管換えの手続がされて

いないものが見受けられたので、速や

かに所定の手続を行うとともに、適切

に管理すること。 

 

措置状況 １．措置済(令和元年８月 29日) 

備品シールの貼付及び備品の所管換えがなされていない

ものについて、速やかに所定の手続きを行い、適切な管理

に改めました。 

 



生活支援課 

指摘事項 講じた措置又は経過 

１ 生活保護費の返還等に係る事務に

ついて 

  生活保護費については、被保護者

が、年金受給権等の資力はあるもの

の、請求手続中など急迫の場合等のた

め保護を受けていたとき、又は不実の

申請や不正な手段により保護を受け

ていたことが判明したときは、生活保

護法に基づき、返還金又は徴収金(以

下｢返還金等｣という。)を徴収してい

る。 

 ⑴ 返還金等の調定については、返還

金等の納入通知前に行うことと地

方自治法等に定められているが、通

知後に行っているものが見受けら

れたので、適正な事務処理に改める

こと。 

措置状況 措置済（令和 2年 3月 31 日） 

生活保護費の返還金等について、「起案連絡票」を作成し

て生活福祉課と事務処理の状況等の共有化を図り、納入通

知前に調定を行うよう、事務処理を改めました。 

 

⑵ 返還金等の調定額を変更する場

合において、変更額のみ減額すべき

ところ、誤って変更前の全額を減額

したことにより、当該会計年度末に

おける未収の返還金の額が収入未

済額として処理されていないもの

が見受けられたので、適正な事務処

理を行うこと。 

措置状況 措置済（令和 2年 3月 31 日） 

会計年度末における未収の返還金については、収入未済

額として処理するよう事務処理を改めました。 

 

２ 備品の管理について 

備品台帳から抽出し現品と照合し

たところ、備品登録がされていないも

のや所在が確認できないものが見受

けられたので、備品全般について現品

との照合確認を行うとともに備品台

帳の整備を図り、適切に管理するこ

と。 

措置状況 措置済（令和 2年 3月 31 日） 

 備品台帳と現品とを照合し、登録がされていないものに

ついては登録手続を行い、所在が確認できないものについ

ては廃棄処理を行うなど、備品台帳の整備を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 



生活福祉課 

指摘事項 講じた措置又は経過 

１ 生活保護費の返還等に係る事務に

ついて 

  生活保護費については、被保護者

が、年金受給権等の資力はあるもの

の、請求手続中など急迫の場合等のた

め保護を受けていたとき、又は不実の

申請や不正な手段により保護を受け

ていたことが判明したときは、生活保

護法に基づき、返還金又は徴収金(以

下｢返還金等｣という。)を徴収してい

る。 

 ⑴ 返還金等の納入通知については、

返還金等の調定後に行うことと地

方自治法等に定められているが、調

定前に行っているものが見受けら

れたので、適正な事務処理に改める

こと。 

措置状況 措置済（令和 2年 3月 31 日） 

生活保護費の返還金等について、「起案連絡票」を作成し

て生活支援課と事務処理の状況等の共有化を図り、調定後

に納入通知を行うよう、事務処理を改めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 未納の返還金等については、期限

を指定して督促することと地方自

治法に定められている。督促は納期

限の翌日から起算して 30 日以内に

行うことと八尾市財務規則に定め

られているが、督促されていないも

のや、30日を経過後に督促されてい

たものが見受けられたので、適正な

事務処理に改めること。 

措置状況 措置済（令和 2年 3月 31 日） 

未納の返還金等について、督促を行うよう事務処理を改

めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 備品の管理について 

備品台帳から抽出し現品と照合し

たところ、所在が確認できないものや

所管換えの手続がされていないもの

等が多数見受けられたので、備品全般

について現品との照合確認を行うと

ともに備品台帳の整備を図り、適切に

管理すること。 

措置状況 措置済（令和 2年 3月 31 日） 

備品台帳と現品とを照合し、所在が確認できないものに

ついては廃棄処理を行い、所管換えがされていないものに

ついては所管換えの手続を行うなど、備品台帳の整備を図

りました。 

 

 

 

 

 

 



障害福祉課 

指摘事項 講じた措置又は経過 

１ 障害者相談支援事業に係る事務に

ついて 

障害者相談支援事業は、障害者等か

らの相談に応じ、必要な情報の提供等

の便宜を供与することや、障害者等の

権利擁護のために必要な援助を行う

ことにより、障害者等が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができ

るようにすることを目的とした事業

であり、社会福祉法人等に委託して事

業を実施している。八尾市相談支援事

業実施要綱において、委託料は当該年

度の事業が完了した後に支払うこと

とされているが、受託事業者 4者のう

ち1者については月ごとに委託料を支

払っている。本委託料は人件費が積算

根拠となっていること等から、事業が

円滑に実施されるよう適切な支払方

法を検討されたい。 

措置状況 措置済(令和２年４月１日) 

障害者相談支援事業に係る受託事業者への委託料の支払

については、本委託料は人件費が積算根拠となっているこ

と等から、委託料を月払とすることができるよう、八尾市

相談支援実施要綱の改正を行いました。 

２ 指定管理者制度による施設の管理

運営に係る事務について 

   八尾市立福祉型児童発達支援セン

ター並びに八尾市立障害者総合福祉

センター及び八尾市立デイサービス

センターは、指定管理者制度による管

理運営が行われており、指定管理者と

公の施設の管理に関する基本協定を

締結している。 

基本協定書において、指定管理者が

施設、設備、外構等を維持補修すると

きはあらかじめ市が承認することと

定められているが、承認に係る書類を

作成していないため事前に承認され

たかの確認ができないので、適切に管

理すること。 

措置状況 措置済(令和２年４月１日) 

令和２年度からの指定管理者による維持補修に係る修繕

については、修繕申請書及び修繕承諾書の様式を定め、指

定管理者からの申請に対し、適当と認めたものに承諾に必

要な手続を行うよう事務処理を改めました。 

３ 備品の管理について 

 備品台帳から抽出し現品と照合し

たところ、備品登録がされていないも

の等が多数見受けられたので、速やか

に所定の手続をするとともに、備品全

般について確認を行い、適切に管理す

ること。 

措置状況 措置済(令和２年４月 30日) 

備品全体について確認を行い、過去に所管替え等で備品

登録及び廃棄漏れとなっているものについて、備品登録及

び廃棄を行いました。 

 



障害福祉課(市立医療型児童発達支援センター) 

指摘事項 講じた措置又は経過 

１ 通所に係る利用者負担金の収入事

務について 

    八尾市立医療型児童発達支援セン

ターは、児童福祉法に規定する障害児

に対して、通所支援及び相談支援を行

うため、同法に規定する児童発達支援

センターとして設置された施設であ

る。 

⑴ 八尾市立医療型児童発達支援セ

ンターの通所に係る利用者負担金

(施設費、給食費、医療費)について

は、利用状況に応じて利用者の負担

額を決定するため事前に調定し難

い収入金であることから、毎月ごと

又はその都度に調定をしなければ

ならないと八尾市財務規則に定め

られているが、数箇月分をまとめて

調定しているため、適正な事務処理

に改めること。 

措置状況 措置済(令和２年４月１日) 

利用者負担金の調定事務については、令和２年度より毎

月ごとの調定とするため、利用のあった翌月に負担額を算

定した後、速やかに当該月の調定を行うよう事務処理を改

めました。 

⑵ 当該利用者負担金については、保

護者の利便性の観点から現金で徴

収しているが、一時保管用の金融機

関に預け入れるまでの間、現金を執

務室の金庫内で長期間保管してい

るため、適切な事務処理に改めるこ

と。また、リスク防止の観点から、

納付書等による納入についても検

討されたい。 

措置状況 措置済(令和２年４月１日) 

現金で徴収した利用者負担金については、令和２年度よ

り執務室金庫での保管期間を原則１日以内とし、その日の

徴収金額の確認後、当該日または翌日において速やかに一

時保管用の金融機関口座へ入金するよう事務処理を改めま

した。 

また、納付書による納入については、当施設が母子通園

施設であり、日中利用時間内は保護者が施設内におられる

こと等、利用者の利便性の観点から全件を納付書による納

入とすることは難しいものの、長期間の欠席等でセンター

窓口での納付が困難な場合等に納付書での納入を可能とす

るよう改めました。 

２ 外来保育に係る利用者負担金の収

入事務について 

八尾市立医療型児童発達支援セン

ターの外来保育に係る利用者負担金

については、当該実施要領に基づき、

療育に必要な物品等を準備するため

の実費相当額(月額100円)の当該年度

末までの額を利用開始月に現金で徴

収している。納入された収入金につい

ては、事前に調定し難いことから、毎

月ごと又はその都度に調定をしなけ

ればならないと八尾市財務規則に定

められているが、徴収した現金を金庫

内で保管し、年度末にまとめて調定し

ているため、適正な事務処理に改める

こと。 

措置状況 措置済(令和２年４月１日) 

外来保育に係る利用者負担金については、令和２年度よ

り当該月の初日利用日に当月分の負担金を徴収することと

し、翌月に調定・納入することに改めました。 



 

３ 備品の管理について 

備品台帳から抽出し現品と照合し

たところ、備品登録がされていないも

のが見受けられたので、速やかに所定

の手続を行い、適切に管理すること。 

措置状況 措置済(令和２年１月 30日) 

備品台帳と現品との照合を行い、登録がされていないも

のを改めて確認し、備品登録を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共通事務 

指摘事項 講じた措置又は経過 

１ 文書事務について 

  文書の取扱いについて、以下のよう

な事例が見受けられたので、八尾市文

書取扱規程等に基づき適正な事務処

理を行うこと。 

 ① 伺書において、完結日、保存年限

又は廃棄年月が誤っているもの 

 ② 伺書において、決裁区分が誤って

いるもの 

③ 収受文書について、受付処理が漏

れているもの 

措置状況 １．措置済(令和２年１月 10日) 

課内会議において、文書の完結日等について再確認し、

八尾市文書取扱規程等に基づき適正な事務処理を行うよう

改めました。 

 

２ 契約事務について 

⑴ 業務委託に係る契約書において、

契約保証金等、八尾市財務規則に定

められた記載事項がないものや契

約代金の支払を遅延した場合の遅

延利息率が適切でないものが見受

けられたので、適正な事務処理に改

めること。 

措置状況 １．措置済(令和２年４月１日) 

契約書において、八尾市財務規則に定められた記載事項

について、業務の内容の性質等に応じて、記載の必要な事

項を精査するよう事務処理を改めました。 

⑵ 業務委託契約において、契約書に

定められている業務員名簿等の提

出を受託者から受けていないもの

が見受けられたので、適正な事務処

理に改めること。 

措置状況 １．措置済(令和２年４月１日) 

契約書に定められた書類の提出について、受託者より提

出を受けました。 

 

 

 

 


